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教 育 総 務 部 長 大野  湊  教育センター所長 五十嵐一博 

学 校 教 育 部 長 岩切  裕  養護教育センター所長 三橋 雅夫 
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教育総務部参事（総務課長事務取扱） 武田  昇  社 会 体 育 課 長 小川 重夫 

企 画 課 長 山﨑 正義  青 少 年 課 長 村松 好晴 

学 校 財 務 課 長 豊田 英男  中 央 図 書 館 長 田口 幸男 

学 校 施 設 課 長 豊田 滋貴  総 務 課 総 括 主 幹 原  誠司 

学 事 課 長 荒川 眞治  総 務 課 主 幹 伊藤 太一 

教 職 員 課 長 時田  猛  社 会 体 育 課 主 幹 山根 正美 

指 導 課 長 小池 公夫   

 

 

書  記 総 務 課 長 補 佐 大崎 賢一  総 務 課 主 任 主 事 清田 信之 
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     総 務 課 経 理 係 長 髙橋 義浩 

 



 

１ 開会 

竹蓋委員長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

竹蓋委員長より川島委員を指名 

４ 会期の決定 

平成１９年９月２１日（１日間）ということで全委員異議なく決定 

５ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

６ 議事の概要 

 (1) 非公開事項の決定 

  議案第４６号を非公開審議とする旨決定 

 (2) 報告事項 

  報告事項(1) 平成１９年第３回千葉市議会定例会について 

総務課長より報告があった。 

  報告事項(2) 平成１９年度中学校体育大会結果について 

保健体育課長より報告があった。 

 (3) 臨時代理報告 

  報告第１１号 平成１９年度補正予算について 

総務課長より報告があった。 

  報告第１２号 千葉市民ゴルフ場設置管理条例の制定について 

社会体育課長より報告があった。 

 (4) 議決事項 

  議案第４５号 千葉市民ゴルフ場管理規則の制定について 

社会体育課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 
  議案第４６号 平成１９年度千葉市教育功労者表彰について 

総務課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決した。 
 (5) 発言の要旨 

  報告事項(1) 平成１９年第３回千葉市議会定例会について 

   竹蓋委員長 総務課長、報告をお願いします。 

   総 務 課 長 報告事項(1)「平成１９年第３回千葉市議会定例会について」

報告します。第３回千葉市議会定例会は、９月６日から１０月

２日までの会期で、これまでのところ、議案質疑、常任委員会、



 

代表質疑が行われ、現在、決算審査特別委員会が行われている

ところです。先ず、教育委員会に係わる上程議案の審議状況に

ついてですが、先の教育委員会会議第８回定例会において、審

議いただいた案件、「おゆみ野南小学校の財産の取得」及び「新

宿小学校大規模改造工事に係る工事請負契約」、並びに、本日

教育委員会会議第９回定例会において臨時代理報告を行いま

す「平成１９年度千葉市一般会計補正予算」及び「千葉市民ゴ

ルフ場設置管理条例の制定」については、９月１０日の議案質

疑を経て、９月１１日の経済教育委員会において審査が行われ、

９月１８日の本会議において可決されました。なお、議案質疑

においては、「おゆみ野南小の財産取得に係る財源内訳」、「千

葉市民ゴルフ場の利用者数等の見込み」、「新宿小学校大規模改

造工事中の教育環境保持への対応」等についての質疑がありま

した。次に、９月１３日から１８日まで行われた代表質疑です

が、市議会６会派全てから質疑の通告があり、教育委員会に対

して質疑が行われました。主な質疑の内容は、「学校適正配置」、

「学校施設の耐震対策」、「適応指導教室」、「特別支援教育」、「学

校給食センター再編整備計画」、「文化財の保護」等が取り上げ

られました。以上が途中経過の報告ですが、来週９月２５日か

ら行われる一般質問の状況等については、次回の教育委員会会

議において、改めて報告します。 

  報告事項(2) 平成１９年度中学校体育大会結果について 

   竹蓋委員長 保健体育課長、報告をお願いします。 
   保健体育課長 報告事項(2)｢平成１９年度中学校体育大会結果について｣報告

します。先の教育委員会会議第８回定例会において、市の総合

大会、県大会及び関東大会までの結果を報告しましたが、本日は、

全国大会の結果について報告します。８月１７日から２５日まで

開催された全国中学校体育大会には、団体４種目、個人８種目の

選手が参加しました。団体種目では、千城台南中学校の卓球男子

が準優勝、加曽利中学校の剣道男子が全国ベスト８の成績を収め

ています。個人種目では、水泳女子２００メートルバタフライに

おいて、●●●●●●中学校の●●●●●が優勝、新体操個人総

合では、●●●●中学校の●●●●●が第７位に入賞、柔道女子

５７キログラム級では、●●●中学校の●●●●が第３位という

好成績を収めました。 

  報告第１１号 平成１９年度補正予算について 



 

   竹蓋委員長 総務課長、説明をお願いします。 
   総 務 課 長 報告第１１号「平成１９年度補正予算について」、千葉市教育

委員会組織規則第９条第１項の規定により教育長臨時代理とし

て処理しましたので、同条第２項の規定により報告します。今回

の補正予算は、立替施行により千葉市都市整備公社が整備し、平

成７年３月に完成した、おゆみ野南小学校校舎の買戻しをするに

あたり、本年度当初予算では国の補助対象分の買戻しに係る経費

のみを計上していましたが、地方債に関する国の制度の見直しに

より、市債を活用して単独事業分についても一括して買戻しする

ことができるようになったことに伴うものです。一般会計歳入で

すが、学校施設課所管分として、（款）国庫支出金（項）国庫負

担金（目）教育費国庫負担金と、（項）国庫補助金（目）教育費

国庫補助金について、平成１８年度に比べ、国の平成１９年度建

築単価が上がったことと、補助金認定申請時の補助対象面積が増

加したことによる増額となります。国庫負担金の内訳は、小学校

校舎買収費収入として、補助対象単価と面積の増による４，４２

４万２千円の増額、小学校学校屋内運動場買収費収入として、補

助単価の増による３４０万２千円の増額、国庫補助金の内訳は、

小学校給食施設整備費収入として補助単価の増による７４６万

円の増額、小学校プール買収事業費収入として、補助単価の増に

よる２，３７６万５千円の増額となります。また、（款）市債（項）

市債（目）教育債ですが、小学校校舎買収事業債として７億３，

４００万円の増額、小学校学校屋内運動場買収事業債として１億

９，０００万円の増額、小学校学校給食施設買収事業債として１，

３００万円の増額、小学校プール買収事業債として５，５００万

円の増額、小学校附帯施設等買収事業債として１億８００万円の

増額となります。一般会計歳出ですが、学校施設課所管分として

（款）教育費（項）小学校費（目）学校建設費に、おゆみ野南小

学校校舎等買収事業費として１２億５，０３７万２千円の増額補

正を行うものです。本件については、９月１８日の千葉市議会本

会議において可決されました。 

   竹蓋委員長 質問等を含め、何かありますか。 

   奥 山 委 員 小学校校舎等買収事業での給食室の総額は、おゆみ野南小学

校１校に関わる金額ですか。 

   総 務 課 長 新築のため、おゆみ野南小学校の給食室のみでの金額となり

ます。 



 

  報告第１２号 千葉市民ゴルフ場設置管理条例の制定について 
   竹蓋委員長 社会体育課長、説明をお願いします。 

   社会体育課長 報告第１２号「千葉市民ゴルフ場設置管理条例の制定につい

て」説明します。当該案件は、千葉市民ゴルフ場設置管理条例

を制定するよう市長に申し出ることについて、千葉市教育委員

会組織規則第９条第１項の規定により教育長臨時代理として処

理しましたので、同条第２項の規定により報告します。本条例

は、第３回千葉市議会定例会に上程し、９月１１日の経済教育

委員会及び９月１８日の本会議において全会一致により可決さ

れ、９月１９日に公布されたものです。先ず、千葉市民ゴルフ

場の整備の経緯ですが、昭和４６年から平成９年まで市内の家

庭等から排出された一般廃棄物を埋め立てた下田最終処分場の

跡地に整備を進めていくものです。市民ゴルフ場は、最終処分

場の跡地を、相当の期間処分場として管理する必要があり、建

物等の建築は困難であるという土地利用上の制約があること、

自然環境の保全を図りつつ地域の活性化を目指す「いずみグリ

ーンビレッジ構想」の区域内であること、地元住民からの長年

に渡る要望があることなどを踏まえて、市民が生涯スポーツを

楽しむことを目的に整備するものです。市民ゴルフ場の管理運

営の基本的な考え方ですが、子どもから高齢者まで、幅広い年

齢の方が、気軽に利用できる９ホールのパブリックゴルフ場で

ある本施設を、「人にやさしいゴルフ場」をコンセプトに、ゴ

ルフに親しむ機会のなかった市民にもゴルフを始めるきっかけ

を提供する機能を有するものとして運営し、生涯スポーツの振

興と市民の健康増進につなげるというものです。利用しやすい

料金とするとともに、民間事業者のノウハウや、自由で柔軟な

発想を生かして、初心者などを対象としたゴルフ教室などの普

及啓発事業、リピーター確保の方策等について指定管理者公募

の際に提案させ、実施していきます。市民ゴルフ場の管理は、

市が費用を負担することなく、利用料金収入による指定管理者

の独立採算制とします。また、納付金を求めることにより、市

への還元を図りたいと考えています。次に、条例の概要ですが、

条例は全１８条からなります。第１条は設置の目的、第２条は

主な施設であるゴルフコース、クラブハウス、ショット練習場

についてです。第５条は休場日についてですが、１月１日を休

場日とするほか、臨時に休場日以外の日を休場とすることがで



 

きるものとします。第６条は使用時間についてですが、５月１

日から９月３０日までは午前７時から午後６時まで、それ以外

の期間は午前８時から午後５時までとしています。また、同条

第２項により、指定管理者が教育委員会の承認を得て、使用時

間の拡大が可能となっています。第１３条の利用料金について

は、使用者が指定管理者に支払うこととし、別表に定める額の

範囲内において指定管理者が教育委員会の承認を得て定め、原

則として前納となります。附則では、この条例は規則で定める

日から施行し、また、指定管理者の指定の手続に関する規定等

は公布の日から施行することと定めています。別表の利用料金

については、９ホール使用した場合は平日４，０００円、休日

６，０００円、更に９ホール使用するごとに平日は２，４００

円、休日は３，６００円を加算されることとなります。また、

高校生以下の料金は半額となります。これらの利用料金は指定

管理者の収入となり独立採算制により管理運営されるものです。

条例の概要は以上ですが、今後の予定として、１０月初旬に指

定管理者の募集要項等を公表し、１１月中旬までに応募受付、

その後指定管理予定候補者を選定し、平成２０年に指定管理者

の指定に関わる議案を提出したいと考えています。 
  議案第４５号 千葉市民ゴルフ場管理規則の制定について 

   竹蓋委員長 社会体育課長、説明をお願いします。 
   社会体育課長 議案第４５号「千葉市民ゴルフ場管理規則の制定について」説

明します。この規則は、平成１９年９月１９日、千葉市民ゴル

フ場設置管理条例が公布され、同日から一部施行されたことを

受けて、条例第１８条の規定に基づき、使用許可、利用料金の

減免、指定管理者の指定等、千葉市民ゴルフ場の管理に関し必

要な手続、様式等を定めるものです。規則は全１５条からなり

ます。第１条は管理規則の趣旨であり、条例第１８条の規定に

基づきゴルフ場の管理に関し、必要な事項を定めることとして

います。第２条から第６条では、ゴルフ場の施設の使用許可、

施設内での物品販売等の行為許可、許可の取消し等、管理上必

要な手続きについて規定しています。第７条ですが、利用料金

の減額について規定するもので、身体障害者手帳、精神障害者

保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている者に対し、ゴル

フコース利用料金を２割減額するものです。第９条から１４条

までは、指定管理者の指定の手続き、協定の締結、事業報告書



 

等について、他の指定管理施設と同様に規定するものです。な

お、この規則の施行は、第９条から第１３条までの指定管理者

指定手続等に関する規定は公布の日から、その他の規定は条例

の施行の日からとしています。様式については、ゴルフ場の管

理保持、指定管理者の指定に必要なものを定めています。 
  議案第４６号 平成１９年度千葉市教育功労者表彰について 

   委 員 長 総務課長、説明をお願いします。 
   総 務 課 長 議案第４６号「平成１９年度千葉市教育功労者表彰について」

説明します。平成１９年度教育功労者として、議案書に掲げる者

を表彰することについて、千葉市教育委員会組織規則第８条第８

号の規定に基づき、議決を求めるものです。表彰者の内訳ですが、

学校保健関係８名、生涯学習関係２名、学校教育関係４０名、以

上、個人表彰は５０名、これに加え、団体表彰が７校です。各表

彰者の推薦理由等については、別冊の資料のとおりです。なお、

表彰式は、１１月５日（月）午前１０時３０分から、ホテルポー

トプラザちばで開催します。 
７ その他 

(1) 千葉市民ゴルフ場について、奥山委員から要望があった。 

   奥 山 委 員 千葉市民ゴルフ場のクラブハウスの図面を見ると、トイレの

ドアが内側に開く形に設計されています。このトイレは、身体障

害者やお年寄りの方も利用するものであり、万が一、中に入って

いる人が倒れてしまった場合には、内側に開くドアであると救出

が困難になり、非常に危険です。ドアが外側に開く形に、設計を

書き変えたほうが良いと思います。また、車椅子を利用する方の

ために、幅をより広く確保したトイレも設置してほしいのですが、

その際に、実際に車椅子で利用できるものであるかどうか、よく

調査を行ったうえで設計を行ってほしいです。 

   社会体育課長 設計等、工事整備については、他部局において進められており

ますので、担当をしている所管に、その旨を要望します。また、

車椅子の方が使用できるよう、多目的トイレも設置してあります

が、こちらも実際に車椅子で利用できるかどうか、設計をよく吟

味するよう、要望します。 

(2) 千葉市図書館資料有料宅配サービスの実施について、中央図書館長より報告

があった。これに関連し、次のとおり、質疑応答等があった。 

   中央図書館長 「千葉市図書館資料有料宅配サービスの実施について」報告し

ます。先ず、本市の図書館資料の宅配サービスの現状について説



 

明します。障害者サービスの一環として、昭和５６年から、市内

に在住で身体障害により来館が困難な方に対して、職員が直接自

宅まで届ける、無料の宅配サービスを実施しているほか、視覚障

害の方には、無料の郵送貸出しサービスを実施しております。次

に、この度開始するサービスですが、新図書館システムの導入に

伴い、平成１９年４月からインターネットによる千葉市図書館資

料の予約が可能になり、現在、多くの方に利用されています。そ

こで、更に図書館サービスの向上を図るため、他の政令市に先駆

けて、図書館資料を宅配便により受け取ることができる、図書館

システムを利用した、図書館資料有料宅配サービスを実施する予

定です。このサービスを利用すれば、多忙で図書館に足を運べな

い方や、家族の介護などで外出が困難な方等でも、図書館資料を

活用することが可能になると考えます。概要ですが、宅配便によ

る本、雑誌、紙芝居、ＣＤ、ＤＶＤ等図書館資料の貸し出しを行

います。返却の際も来館できない場合は、宅配便を利用できます。

料金は、市内への配送は４００円から４５０円、市外への配送は

４５０円から５５０円で、配送可能な地域は県内に限ります。料

金は全て利用者の負担となり、金額は梱包材の大きさによって異

なります。４００円の梱包材は通常のサイズの本で６～７冊、４

５０円の梱包材では大きな美術書、紙芝居などのサイズの資料が

送付できます。対象者は、市内に在住、在勤、在学の方で、小学

生以下の利用には保護者の同意が必要です。貸出数の制限は、本、

雑誌、紙芝居は１０冊、ＣＤ、カセットは各２点まで、ＤＶＤ、

ビデオは合計２点までとなります。配送先は県内の自宅又は勤務

先となります。貸出期間は２０日間を予定し、延長はできません。

サービスの開始は１０月２日（火）を予定しています。また、こ

のサービスを行うにあたっての、市民への周知方法ですが、市政

だより１０月１日号に掲載するほか、同日に記者へ資料提供を行

います。また、図書館ホームページに掲載するとともに、図書館

内に掲示します。サービスの利用手続ですが、まず利用者は、イ

ンターネット、電話、図書館窓口のいずれかにて申し込みを行い

ます。図書館側では、資料の用意が整った後、利用者に、送付先、

料金の確認を行い、確認後、宅配業者に連絡を取り、図書館資料

を配送します。宅配業者は指定の業者１社となります。資料返却

は、利用者が指定の宅配業者に規定料金を支払い、返却の手配を

するか、最寄りの図書館窓口やブックポスト等に返却することに



 

なります。 

   奥 山 委 員 金額を決める際によく検討されたと思いますが、４００円程

度の設定で大丈夫なのでしょうか。 

   中央図書館長 その金額設定で、委託を行う宅配業者を決定する予定です。 

   奥 山 委 員 図書館資料を貸し出すと、線が引かれたり切り取られたりと、

破損が多いと聞きましたが、宅配サービスにおいても注意を喚

起するものを箱の目につく位置に添付したり、印刷するなどし

たらいかがでしょうか。 

   中央図書館長 他の都市同様、千葉市においても、利用者のマナーが悪化して

います。中央図書館では「本の悲劇」としていたずらをされた

本を掲示し、マナー向上の啓発にも努めています。宅配サービ

スにおいても、十分啓発を行っていきたいと考えます。 
   岩 沼 委 員 返却されない、又は破損されて返却された等、マナーが悪い

と分かった場合には、例えば、その利用者に対してサービスを

中止する等、どのような対応を行いますか。 

   中央図書館長 資料返却時、職員が資料の状態を確認します。その際、破損等

が見られた場合には、「同じ本を返却する」という原則にのっと

り、対処いたします。 

   岩 沼 委 員 その原則は、いずれかに明記していますか。明記されてない

からマナーが悪くなるのであり、そのことを明記するということ

は、破損等マナー悪化の抑止力となるのではないでしょうか。 

   中央図書館長 マナー向上の啓発手法として、館内で協議を行いたいと思いま

す。 
(3) 次回平成１９年第１０回定例会は１０月１７日（水）午後２時００分より開催

することと決定した。 

８ 閉会 

  竹蓋委員長より閉会を宣言 


